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電気通信事業法第 33､条第 2項の規定により､別紙のとおり接続約款の変更の

認可を受けたいので申請します｡

実施期日 認可を受けた後､速やかに実施します｡



電気通信事業法第33条第

旧 

(相互接専売点の調査)

第 10条の 3 
1-7 (時) 
8 当社の通信用建物に当社の DSL装置､局内スプリッタ､光信号電気信号変換装置等 (当社の書声利

用 一P通信網サービス契約約款に定める第 l種サービスの接続契約者回線に係る当社の LAN型通悟

細サービス契約約款に定める電気通信サービス (次の各号に係るものに限リますO)の契約者回線 (そ
の終端が当社の音声利用 IP通信網サ-ビス契約約款に定める回線収容部に収容されるものを除きま

す｡)の終端とすることができる区域として当社が定める通信用建物 (インターネットを通じて閲覧

できるようにします｡)に､その回線を提供するために設置される光信号電気信号変換装置 (回線終

端装置に対向するものに限ります｡)及ひそれと一体として設置されるルータをいいます｡以下次条

において同じとしますO)又は IP電話用ルータ (専ら当社の壱声利用 lP通信網サービスを提供す

るために設置される収容局ルータをいいます｡以下次条において同じとしますo)を設置する場合は､

その通信用建物に他事業寺が同等の設備を設置する場合の前各項の手続きと同等の手続きを要するも

のとします｡

日) 第 1種サービス 
() 第 2梗サ-ビス クラスlタイプ 1に係るものであって 10btSの品目のもの､クラスlタイ2 ( 0Ml/

プ 2､クラス 2に係るものであって 2Mblt/Sから 100Mblt/Sまでの品目のものに限りますO) 

(相互接続点の調査)

第 10条の 3 
1-7 (略) 
8 当社の通信用建物に当社の DSL装置､局内スプリッタ､光信号電気信号変換装置等 (当社の音声利

用 IP通信網サービス契約約款に定める策l種サ-ビスの接続契約書回線に係る当社の LAN型通信

網サービス契約約款に定める電気通信サ-ビス (次の各号に係るものに限りますD)の契約者回線 (そ
の終端が当社の書声利用 IP通信網サ-ビス契約約款に定める回線収容郡に収容されるものを除きま

すO)の終端とすることができる区域として当社が定める通信用建物 (インターネットを通じて閲覧

できるようにします｡)に､その回線を提供するために設置される光信号電気信号変換装置 (回線終

端装置に対向するものに限ります.)及ひそれと一体として設置されるル-夕をいいます.以下次条

において同じとしますO)又は IP電話用ルータ (専ら当社の音声利用 IP通信術サービスを提供す

るために設置される収容局ルータをいいます｡以下次条において同じとします｡)を設置する場合は､

その通信用建物に他事業者が同等の設備を設置する場合の前各項の手続きと同等の手続きを要するも

のとします｡ 
() 第 1種サービスl

【2 ( Mp/ E,,l1 第2睦サービス クラス 1タイプlに係るものであって lDDbtSのR]Eのもの､クラス 1タイ

プ2､クラス 2に係るものであって 2Ml/Sから ItOMbtSまでの品目のものに限ります,)bt ) l/

M j壁土二と旦 LObtS Ml/異はIG l/の品EのものにB_)ますo)
_ _IMl/､100btS btS l RL

軋｣型
この改正規定は､認可を受けた後､速やかに実施します. 
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